
指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）について 

 

愛西市では、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、令和 7

年 6月 2日（月）から 10月 22日（水）までの間、暑さを避けて休憩が取れる施

設として「クーリングシェルター」を開設します。 

熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラート発令時等にご利用ください。 

 

〇愛西市の指定暑熱避難施設（クーリングシェルター） 

施設名 開放時間 利用できる場所 受入可能

人数 

愛西市役所 平日 8時 30分～17時 15分 南館１階ロビー ３０名 

立田支所 平日 8時 30分～17時 15分 １階ロビー ５名 

八開支所 平日 8時 30分～17時 15分 １階ロビー ２名 

佐織支所 平日 8時 30分～17時 15分 １階ロビー ３名 

立田北部地区防災コ

ミュニティセンター 

開館日 9時～17時 １階ホール ５名 

１階図書コーナー ５名 

１階休養室 １０名 

立田南部地区防災コ

ミュニティセンター 

開館日 9時～17時（※1） １階ホール ５名 

１階図書コーナー ５名 

１階休養室 １０名 

佐屋保健センター 平日 8時 30分～17時 15分 

（※2） 

１階ロビー １０名 

佐屋老人福祉センター 開館日 9時～16時 １階ロビー ５名 

佐織総合福祉センター 開館日 9時～16時 １階ロビー ２５名 

観光案内所 9時～17時(木曜日を除く。） 施設内 ４名 

中央図書館 開館日・開館時間内 ブラウジング（雑誌

コーナー） 

１０名 

佐織公民館 開館日 8時 30 分～17時 15 分 １階ロビー ２０名 

垣見鉄工アリーナ（親

水公園総合体育館） 

開館日 9時～21時 １階ロビー １０名 

※1 6月 17日（火）～7月 22日（火） 空調工事の為、使用できません。 

（工事期間は予定ですので、変更になる場合があります。） 

※2 母子保健事業等実施日を除く。 

 

 

 



 

〇市内のクーリングシェルターにはこちらのマークを表示します。 

 



 

〇利用する際の注意事項 

・令和 7年 6月 2日（月）から 10月 22日（水）までの期間で開放しています。 

・利用できる日時及び場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所の

みになります。 

・施設ごとに決められたルールを守っていただくようお願いします。 

・飲み物等は各自でご用意ください。 

・受け入れできる人数には限りがありますので、ご了承ください。 

・各施設の利用者の方への配慮をお願いします。 

・設備点検、施設修繕で臨時休館の場合や事業の実施等の場合は、熱中症特別警

戒アラートが発令された場合でも開放できない場合があります。 

・指定場所の温度調整はできません。 

・施設により、冷房切替時期が異なるため、開放日であっても冷房が稼働してい

ない日があります。 

・自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際は、クーリングシェ

ルタ－への移動は必須ではありません。 

・その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。 

 

〇民間施設へのご協力のお願い 

クーリングシェルター指定にご協力いただける事業者の方は、環境課（0567-

55-7114）までご連絡ください。 


